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別紙８ 

令和５年度自動車騒音調査結果 
 

騒音規制法第 18 条第 1 項の規定に基づき、自動車騒音の状況を調査し、対象地域における環境基

準の達成状況を評価（面的評価）した。過去 5 か年度分の調査結果から行った市全域の主要幹線道路

における評価は、以下のとおりである。 

 

評価結果 市全域の評価（R1～R5） 令和 5年度調査分 

評価対象住居等戸数 61,308戸  20,034戸  

昼夜間とも基準値以下 57,031戸 (93.0%) 18,884戸 (94.3%)  

昼間のみ基準値以下 1,514戸 (2.5%) 452戸 (2.3%) 

夜間のみ基準値以下 544戸 (0.9%) 42戸 (0.2%)  

昼夜間とも基準値超過 2,219戸 (3.6%) 656戸 (3.3%) 

 

調査結果については、自動車騒音の改善に取り組むよう関係機関に情報提供している。 

 

１ 調査内容 

道路に面する地域における環境基準の達成状況の評価は、一定の地域ごとに当該地域内のすべての

住居等のうち、環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより行うことと

なっている（面的評価）。 

市では、平成 14 年度から、主要幹線道路に面する地域を対象に面的評価を行っている。また、平成

16年度からは主要幹線道路の全評価区間を5か年に分けて計画的に調査しており、平成20年度以降、

過去 5 か年度分の調査結果をもとに、毎年度市全域の面的評価を行っている。 

令和 5 年度は、調査計画に基づき、27 路線・44 地点（定点 14 地点（図 1）及び準定点 30 地点（図

2））・59 評価区間において自動車騒音の状況を調査し、対象地域の面的評価を行うとともに、令和元

年度から令和 5 年度までの 5 か年度分の調査結果をもとに、市全域の面的評価を行った。 

 

２ 調査結果 

（１）令和５年度分の調査による面的評価結果 

ア 面的評価結果（表 1） 

令和 5 年度の調査結果をもとに面的評価を行った結果、評価対象住居等 20,034 戸のうち、昼

間（6 時～22 時）及び夜間（22 時～6 時）とも環境基準値以下であったのは 18,884 戸（94.3%）、

昼間のみ基準値以下であったのは452戸（2.3%）、夜間のみ基準値以下であったのは42戸（0.2%）、

昼夜間とも基準値を超過したのは 656 戸（3.3%）であった。 

 

表 1 面的評価結果（令和 5年度分） 
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戸 20,034  18,884  452  42  656  9,039  8,369  368  24  278  10,995  10,515  84  18  378  

%  94.3  2.3  0.2  3.3   92.6  4.1  0.3  3.1   95.6  0.8  0.2  3.4  
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イ 面的評価結果（道路種別）（表 2） 

道路種類別では、昼夜間とも環境基準値以下であったのは、4 車線以上の市道に面する地域が

4,198 戸中 4,170 戸（99.3％）で割合が最も高く、次いで県道に面する地域が 11,975 戸中 11,748

戸（98.1%）、高速自動車国道に面する地域が 9 戸中 7 戸（77.8%）、一般国道に面する地域が 3,852

戸中 2,959 戸（76.8%）であった。 

 

表 2 道路種別の面的評価結果（令和 5年度分） 

 

面的評価結果（全体） 面的評価結果（近接空間） 面的評価結果（非近接空間） 
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イ 
戸 9  7  0  0  2  1  1  0  0  0  8  6  0  0  2  

%  77.8 0.0 0.0 22.2  100.0 0.0 0.0 0.0  75.0 0.0 0.0 25.0 

ロ 
戸 3,852  2,959  315  4  574  1,631  1,133  254  0  244  2,221  1,826  61  4  330  

%  76.8 8.2 0.1 14.9  69.5 15.6 0.0 15.0  82.2 2.7 0.2 14.9 

ハ 
戸 11,975  11,748  130  36  61  5,253  5,092  107  24  30  6,722  6,656  23  12  31  

%  98.1 1.1 0.3 0.5  96.9 2.0 0.5 0.6  99.0 0.3 0.2 0.5 

ニ 
戸 4,198  4,170  7  2  19  2,154  2,143  7  0  4  2,044  2,027  0  2  15  

%  99.3 0.2 0.0 0.5  99.5 0.3 0.0 0.2  99.2 0.0 0.1 0.7 

ホ 
戸 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 

%  - - - -       - - - - 

全

体 

戸 20,034  18,884  452  42  656  9,039  8,369  368  24  278  10,995  10,515  84  18  378  

%  94.3 2.3 0.2 3.3  92.6 4.1 0.3 3.1  95.6 0.8 0.2 3.4 

＜道路種別＞ イ：高速自動車国道 ロ：一般国道 ハ：県道 ニ：4 車線以上の市道 ホ：その他の道路 

※全体の面的評価結果と道路種別の面的評価結果とで評価戸数の合計戸数が異なるのは、道路種別の評価におい

て複数の道路から評価を受ける交差点部等の住居を重複集計しているためである。 

※幹線交通を担う道路での環境基準値は、近接空間と近接空間以外とで異なる（参考資料参照）。 
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（２）５か年度分（令和元年度～令和５年度）の調査による市全域の面的評価結果（表 3） 

令和元年度から令和5年度までの5か年度分の調査結果をもとに市全域の面的評価を行った結果、

評価対象住居等 61,308 戸のうち、昼夜間とも環境基準値以下であったのは 57,031 戸（93.0%）、昼

間のみ基準値以下であったのは 1,514 戸（2.5%）、夜間のみ基準値以下であったのは 544 戸（0.9%）、

昼夜間とも基準値を超過したのは 2,219 戸（3.6%）であった。 

また、過去３か年の面的評価結果（全体）の達成率は横ばいとなっている。 

 

表 3 市全域の面的評価結果（5か年度分） 

 

面的評価結果（全体） 面的評価結果（近接空間） 面的評価結果（非近接空間） 
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R1 

~ 

R5 

戸 61,308  57,031  1,514  544  2,219  22,463  20,731  829  107  796  38,845  36,300  685  437  1,423  

%  93.0  2.5  0.9  3.6   92.3  3.7  0.5  3.5   93.4  1.8  1.1  3.7  

H30 

~ 

R4 

戸 60,216 55,758 1,562 567 2,329 21,984 20,133 913 109 829 38,232 35,625 649 458 1,500 

%  92.6 2.6 0.9 3.9  91.6 4.2 0.5 3.8  93.2 1.7 1.2 3.9 

H29 

~ 

R3 

戸 58,701 54,375 1,667 337 2,322 21,434 19,541 978 27 888 37,267 34,834 689 310 1,434 

%  92.6 2.8 0.6 4.0  91.2 4.6 0.1 4.1  93.5 1.8 0.8 3.8 

 

参考資料 

 1 騒音に係る環境基準 

 2 常時監視結果の評価方法等 
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（国土地理院タイルに測定位置等を追記して掲載） 

図 1 自動車騒音常時監視 定点調査地点（令和 5 年度） 
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（国土地理院タイルに測定位置等を追記して掲載） 

図 2 自動車騒音常時監視 準定点調査地点（令和 5 年度） 
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（参考資料） 

 

１ 騒音に係る環境基準（平成 10年環境庁告示第 64号） 
（最終改正：平成 24 年環境省告示第 54 号） 

 

（１）環境基準 

○道路に面する地域 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する

地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する

地域及び C 地域のうち車線を有する道路に面する地域 
65 デシベル以下 60 デシベル以下 

備考 

1．時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時までの間と

する。 

2．A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

3．B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

4．C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

5．車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 

 

○幹線交通を担う道路に近接する空間 
基準値 

昼間 夜間 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められ

るときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシ

ベル以下）によることができる。 

 

（２）基準値の評価手法 

騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベ

ルによって評価することを原則とする。 

（３）環境基準の達成状況の地域としての評価方法 

道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち環境基

準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。 
 

 

２ 常時監視結果の評価方法等 
（環境省通知「騒音規制法第 18条の規定に基づく自動車騒音の常時監視に係る事務の処理基準につ

いて」：平成 23年 9月 14日改正） 
（１）定義等 

  ○面的評価 

「騒音に係る環境基準（平成 10 年環境庁告示第 64 号）に示される、環境基準の達成状況の道路に面す

る地域としての評価をいう。 

○幹線交通を担う道路 

高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては 4 車線以上の車線を有す

る区間に限る。）、自動車専用道路 

  ○幹線交通を担う道路に近接する空間（近接空間） 

・2 車線以下の車線を有する道路  ： 道路端から 15 メートルまでの範囲 

・2 車線を超える車線を有する道路 ： 道路端から 20 メートルまでの範囲 

   ※50 メートルの評価範囲のうち近接空間以外の場所は非近接空間となる。 

（２）監視 

  ○自動車騒音の状況の把握は、面的評価の方法によるものとする。 

  ○面的評価は、道路端から 50 メートルにある全ての範囲を対象とする。 

  ○面的評価は、監視の対象となる道路について、評価区間に分割し、評価区間ごとに行うものとする。 


